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新型コロナ感染症を契機とした対策
【報告】



１. 新型コロナ感染症を受けた法的措置について
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 新型コロナウイルスの影響に鑑み、液石法施行規則で規定する期間（消費設
備・供給設備の調査・点検及び周知、充てん設備の保安検査、液化石油ガス販
売事業者の事業報告義務等）について、延長措置を講じた。

【省令・告示改正による猶予措置等】
令和２年３月17日（火）公布・施行
講習（業務主任者、設備士、充てん作業者）受講期限の1年延長

令和２年４月10日（金）公布・施行
 充てん設備の保安検査期限の４ヶ月延長
 供給設備点検、消費設備調査等期限（令和２年４月10日～９月30日）の４ヶ月延
長
 販売事業者の事業年度報告期限の４ヶ月延長

令和２年６月26日（金）公布・施行
 講習（業務主任者）受講期限を年度内に延長
 認定販売事業者の保安確保機器期限管理の４ヶ月延長
 供給設備点検、消費設備調査等期限（令和２年10月１日～11月30日）の４ヶ月延
長



＜延長措置を講じた事務＞
①点検調査
②周知
③事業報告

④充てん設備の保安検査
⑤認定販売事業者の保安確保機器の延長措置
⑥業務主任者等の講習期限の延長
⑦ガスメーターの期限延長 （計量法）
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 令和２年９月、日本液化石油ガス協議会は、会員向けにアンケートを実施。点
検調査の猶予と、講習期限の延長について、適用している企業が多かった。

 点検調査方法の見直しという意見もあった。
 他方で、延長等により、保安確保や期限管理上、懸念とする意見もあった。
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圧力の確認方法について

コンロ（燃焼器）

マイコンメーター

燃焼器入口圧
力

１２３４５

マイコンメーター表示値などをもと
にした計算値により代替可能とし
た。

【代替措置の追加】 計算値を使用する措置を追加。（例示基準第30節に追加）
マイコンメーター表示、その他データ（注）をもとに計算した値を使用可能とする予定。
（注）計算に必要なデータ：最大ガス流量（消費量）、管の内径、配管の長さ、継手類な
ど。計算に使用した根拠を記録に残す。
委託事業（KHK）における検討
• 圧力損失について、計測値と、計算値（高圧ガス保安協会基準KHKS0738の圧力
損失計算方法による）との相関関係を分析し、乖離が小さいことを確認。

• 本手法の適用範囲：計測値又は計算値による圧力損失が0.3kPaを超える場合は
マイコンメーターの表示による圧力確認方法は使えない。（例えば、0.3kPaの圧力損失
は計算上では長さ約40m程度の配管設備に相当し、著しく長い配管設備ではマイコン
メーターによる確認は出来ない。）

【従来】 計測が必要。

調整圧力及び閉塞圧力並びに燃焼器入口における
圧力確認を行うためには、消費者宅において各圧力
測定及び燃焼器の点火が必要であった。

もしくは、マイコンメーターと燃焼器間の圧力損失を消
費者宅で事前に測定しておくことを条件とし、マイコン
メーターでの代替を可能としていた。

いずれの方法でも、圧力の測定は消費者の協力が
得られない場合は実施できなかった。

コンロ（燃焼器）

マイコンメーター

燃焼器入口圧
力

１２３４５ 屋外 屋外

従来は屋内に入り実測
を行っていた。

マイコンメーター表示等に基づく計算値による定期消費設備調査
圧力損失について、計測値と、計算値の相関関係を分析し、乖離が小さいことを確認。
従来は計測が必要であったが、今回の改正では計算値を使用する代替措置を追加。

１. 新型コロナ感染症を受けた法的措置について（予定）
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あわせて、上記手法についての定期点検調査のガイドライン（手順など）を作成予定。



指導事業（委託）：全国のＬＰガス販売事業者等の保安レベルの維持・向上を目
的とし、①指導者を養成する「保安専門技術者指導事業」と、②指導者（保安専門技
術者）を派遣してＬＰガス販売事業者向けに講習会等を行う「地域保安指導事業」を
実施。新型コロナ感染症に係る目下の状況においても、保安教育や技術伝承は待ったな
しであり、令和2年6月以降、遠隔教育を実施中。

義務講習：令和2年7月以降、複数の設備士指定養成施設が、設備士講習のオンラ
イン化を推進。

事業 講習会の特徴
講習会の流れ

事前学習 講義 到達ﾚﾍﾞﾙの確認（注）

保安専門
技術者
指導事業

• 指導者（専門技術者）向け
• 法定業務、災害、指導法等
• 地域指導事業の教材を作成。

• 教材学習、動画視聴
（主に保安技術者
web資料を活用）

• 少人数で演習と質疑応答を
行う専門技術者講習では
Skype・WebEx等によるライ
ブ配信を実施。

• 確認テスト（小論や
記述式問題）を実施。

地域保安
指導事業

• 販売事業者向け（数千人）
• 主に法定業務

• 大人数の販売事業者向け講習ではオンデマンドのeラー
ニングを実施。他に個別指導を実施。

• 確認テスト（多肢選
択問題等）を実施。

図：事業の関係性

地域保安指導事業
（全国で講習会を実施）

保安専門技術者指導事業
（指導者向けの講習会を実施）

・講師派遣
・講習会等の実施

手法の変更

教育の目的・内容

対
面

遠
隔

（注）対面教育と比べ、受講者の学習進捗等が見えにくい遠隔教育では、到達レベルの確認工程を、より重視する予定。

２. 保安に関する遠隔教育
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準備
・シラバスの作成（全体）
・授業計画の作成
・教材の作成 etc.

事前学習・講義・演習
・事前の課題学習
・教室への移動
・教室での講義
・机間指導

理解度の確認
・テストの作成・採点
・口頭試問
・行動変容の確認
・評価

講習の終了
・受講状況の確認
・理解度の確認
・実施記録簿の記入

＜集合教育＞

準備
・シラバスの作成（全体）
・授業計画の作成
・教材の加工 etc.

事前学習・講義・演習
・事前の課題学習
・双方向のライブ配信
・オンデマンドのeラー
ニング

理解度の確認
・テスト作成・採点
・口頭試問
・行動変容の確認
・評価

講習の終了
・受講状況の確認
・理解度の確認
・実施記録簿の記入

＜遠隔教育＞

２. 保安に関する遠隔教育

対面教育と遠隔教育のフローは基本的に変わらない。対面教育と比べ、受講者の学習進
捗等が見えにくい遠隔教育では、到達目標の設定と理解度の確認を、より重視する必要。
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販売事業者向けにe-ラーニングを実施。
都道府県協会に、参加を募り、事前説明会を経て実施。専門の講師陣が資料を作
成。学習後の確認テストを終えて講習が終了。

２. 保安に関する遠隔教育（地域保安指導事業）

４分野のe-ラーニングを実施
・法令指導
・保安業務指導
・CO中毒事故防止技術
・災害対策。



講習テーマ
ａ 法令指導に関すること
ｂ 保安業務指導に関すること
ｃ ＣＯ中毒事故防止に関すること（「業務用厨房機器のメンテナンスに関すること」を含む。）
ｄ ＬＰガス災害対策に関すること

到達目標
大項目 小項目 知識 力量

販売事業の登録
等 販売所等の変更の届出 販売所、保安機関の変更届についてその記

載内容等を理解していること。
販売所等の変更の届出について事例を紹介しな
がら指導できること。

販売事業

書面の交付 14条書面の意義について理解していること。 一般消費者等への書面の交付について事例を紹
介しながら指導できること。

販売の方法 体積販売と質量販売の違い及び質量販売に
関する法令について理解していること。

販売事業者の販売の方法について事例を紹介し
ながら指導できること。

帳簿の記載 帳簿に記載すべき事項について理解している
こと。

帳簿の記載の方法について事例を紹介しながら
指導できること。

法令指導（抜粋）

２. 保安に関する遠隔教育（保安専門技術者指導事業）
保安専門技術者指導事業（教員や指導者の養成）では、講習の実施にあたっては、
業務遂行に求められる知識・力量を整理するとともに、講習における到達目標と評価基
準を定め、講義終了後に評価を行うこととしている。
事前学習（教材の提供）、演習を中心とした講義（オンライン）を実施している。

業務遂行に求められる知識・力量を整理
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